
小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました！ 
 

 この補助金は、小規模事業者の方が商工会と一緒になって持続的な経営計画を作成し、その計画

に沿って地道な販路開拓などに取り組む費用の３分の２（上限 50 万円）を補助する事業です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邑南町商工会通信 

 

発 行：邑南町商工会 

ＴＥＬ：９５-０２７８ 

http://oonan.shoko-shimane.or.jp/ 平成 30 年４月号 

1.補助金を受けるための要件 

 

◎「経営計画」に基づいて実施する

事業であること 

◎商工会の支援を受けて取り組む

事業であること 

◎国が助成する他の制度と重複し

ている事業でないこと。 

2.補助対象となる事業 

支援事例を紹介します 

◎新規事業に伴う飲食店の店舗改装 

◎首都圏への販路開拓に伴う 

展示会・商談会への出店 

◎売上拡大のための新商品パッケージの

作成 

◎新規機械導入による提供サービスの付

加価値 UP！  などなど・・・・ 

3.具体的な補助対象経費 

機械装置等費、広報費、展示会等出

店費、旅費、開発費、資料購入費、

雑役務費、借料、専門家謝金、専門

家旅費、車両購入費、委託料、外注

費、設備処分費 

※経費区分ごとに必要証拠書類も

あるので、経営指導員にお尋ねくだ

さい。 

4.補助率・公募期間など 

◎補助率：補助対象経費の２/3 以内 

    （上限は 50 万円） 

◎公募期間：平成３０年３月９日 

     ～5 月１８日 

お気軽に経営指導員までご相談ください！ 

 
補助金申請の流れ 

 

 
①経営計画策定 

②補助事業計画書作成

 

③商工会で受領・提出 

 

 
④計画書の審査・採択 

⑤取り組み実施 

⑥実績報告書提出 

⑦補助金受領 
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お気軽にご相談ください！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名前：山本恵美子 

コメント：この度の人事異動で商工会連合会石見

事務所から参りました山本美恵子です。 

家は大田市仁摩町で海の近くに住んでいます。 

邑南町はＡ級グルメの町で、美味しいものがた

くさんあるとの事で楽しみにしています。 

微力ですが皆様のお役にたてるよう頑張っていき

ますので、ご指導の程よろしくお願いいたします。 

 

４月からメンバーがかわります！新しい職員のご紹介です！ 

  

 

よろしくお願い致します！ よろしくお願い致します！ 

名前：杉本百合子 

コメント：この度、山田さんの後任として桜江町

商工会から異動して参りました 

杉本百合子と申します。自宅は川本町で、邑南町

には買物・病院でお世話になっております。 

1 日も早く会員の皆様のお力になれるよう、 

精一杯頑張りたいと思いますのでどうぞ 

宜しくお願い致します。 

名前：黒田翔子 

コメント：新規採用で邑南町瑞穂支所に

配属になりました。はじめての職場なの

で、皆様にご迷惑おかけすることがある

かもしれませんが、よろしくお願い致し

ます。 

 

この補助金は、国際的な社会経済情勢に対応し、足腰の強い経済を構築するために経営力向上に

資する革新的なサービス開発・試作品開発・生産性プロセスの向上のために行う中小企業の設備投

資の一部を助成するものです。 

企業間データ活用型 補助上限額：１,０００万円、補助率２/3 

一般型 補助上限額：１,０００万円、補助率１/2※経営革新承認の場合

2/3に上がります。 

小規模型 補助上限額：  ５００万円、補助率 小規模事業者 2/3、 

その他１/2 

◆公募期間：平成３０年２月２８日～平成３０年４月２７日 

◆補助下限：いずれも 100 万円  

 

 

 

お早めにご相談ください！！ 

よろしくお願い致します！ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協会けんぽ保険料率変更について！！ 

平成 30 年 3月分(4 月納付分)からの協会けんぽ保険料

率(健康保険料・介護保険料)について下記の通り変更にな

りますのでお知らせします。 

 

         健康保険料率 

 

 

 

         介護保険料率 

 

 

◆ご不明な点は、全国健康保険協会島根支部 

 ℡ 0852-59-5140 までお問い合わせ下さい 

給与・賞与の 

10.10% 

平成 29 年 2 月分まで 

給与・賞与の 

1.65％ 

平成 29 年 2 月分まで 

給与・賞与の 

10.13% 

平成３０年３月分から 

給与・賞与の 

1.57％ 

平成 30 年 3 月分から 

 

 

 

 

①北広島町商工会青年部との交流会を実施（2月 23日 いこいの村しまねにて） 

隣町の青年部の皆さんと、総勢 50 名で県を超えた交流会を開催しました！以前から、夏の「新庄夜

市」に参加するなどの交流があるお隣「北広島町」ですが、もっといろんな話をしてみたい！事業者として

の想いをぶつけ合いたい！という熱い気持ちから実現しました。 

 交流担当の酒井副部長は、「青年部活動は、商工会単位での活動が多く、自分たちだけの世界になり

がち。しかし私たちには先代から受け継いできた北広島町との交流事業があり、この土台を活かして私

たちなりに青年部活動をアレンジしていこうと思っています。今後もたくさんの青年部の方と繋がりをも

ち、様々なことにチャレンジしていきたいと思っています！」と意気込みを語られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新年度に向けて準備をしています！ 

 現在、昨年度の行事の振り返りや新年度に向けての計画を立てています！！今の体制になってから 

１年が経とうとしています。邑南町を活気づけるため、またより良い活動を行っていくために今後も計画

的に事業を実施していきたいと思います。青年部は、町の若い力としてだけでなく、次世代を担う後継

者としての意識を持って、様々な勉強会にも参加していきたいと思っています！ 

 来年度もよろしくお願い致します！ 

 

島根産業振興財団からお知らせ 

助成金事業説明会を開催します！ 

○浜田会場：4 月 20 日（金） 

いわみぷらっと会議室 

（説明会）   ９：３０～１１：００ 

（個別相談会）１１：００～１２：００ 

○大田会場：4 月 26 日（木） 

大田商工会議所  2F 大会議室 

（説明会）  １３：３０～１５：００ 

（個別相談会）１５：００～１６：００ 

**内容*** 

設備導入、プロフェッショナル人材戦略、

国際規格認証取得支援、知的財産権総合支

援などなど・・・説明会申込み用紙は商工

会にお問い合わせください！ 



 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

邑南町商工会の皆様 

西村しのぶです。瑞穂支所にて２年間大変お世話になりました。短い間でお役にたてるようなことは何

もできておりませんが、会員の皆様にはとてもよくしていただき、充実した２年間を過ごすことができま

した。この場をお借りし、御礼申し上げます。ありがとうございました。           （西村） 

 

この度、4月 1日付けで川本町商工会に異動となりました。平成２６年に邑南町商工会に転勤して、 

あっという間の４年間でした。 

邑智郡内では一番大きな商工会での勤務は、私にとって得るものが沢山ありました。そして、邑南町の

皆様の暖かさにふれ、充実した毎日を過ごすことができた事を感謝しております。 

新任地では、邑南町で学んだ事を活かし、商工業事業に携わっていけたらとおもいます。 

転勤しましても、同じ石東ブロック商工会です、これまで以上にご指導いただけたらと思います。 

お世話になりました。                                （渡邊） 

 

いよいよ節目の年を迎え、永年にわたり 

会員の皆様、職員の皆様に助けて頂き無事 

勤め上げることができました事に、心より 

感謝申し上げます。未だ、実感が湧きませんが、 

これからの人生、我が身を慈しみながら 

前向きにゆったりと歩んで行きたいと 

思っております。 

皆様のご健康とご多幸、そして邑南町商工会 

の更なる発展をお祈り致します。 

本当にありがとうございました。 （山田） 

会員の皆様へ 職員の退職、人事異動についてのおしらせ 

「しまね女性の活躍環境整備支援事業費補助金」の公募開始！ 
【補助金概要】 

 ①募集期間 ： 平成 30 年 3 月 15日～4月 27 日 

 ②補助対象事業者  次のいずれにも該当すること 

・「しまね女性の活躍応援企業」登録企業であり、且つ一般事業主行動計画を島根労働局に届け出ている 

・中小企業事業主であること・雇用保険適用事業主であること 

・一般事業主行動計画に複数の取組内容が記載されていること 

 ③補助対象経費 

【施設・設備等整備費】 

・施設、設備の工事請負費 ・購入価額 5 万円以上の物品の購入費 

【施設・設備等整備費以外の経費】 

・研修会等に係る謝金、旅費（日当は除く） ・消耗品費 

・印刷費 ・広報料 ・事業の実施に係る委託料（工事の設計に係る経費は除く） 

・会場使用料 ・研修会等受講料 ・その他知事が必要と認める経費  

④補助金額 15 万円～133 万円 


